
 

 
 
 

 
【消費税軽減税率対策窓口相談等事業】軽減税率対策セミナー 
 
 
 
 
 
 

本年 10月、とうとう消費税率が 10％に引き上げられ、同時に軽減税率制度がスタートしました。 

 この複雑な制度により、事業者の業務負担は大きく膨らみ、煩雑な作業とお客様への対応で、現場では混乱が収まりません。 

経理処理の切り替えで手間取ると、次の決算・消費税確定申告で、これまでにない大変な事態となりそうです。 

そこで本セミナーでは、軽減税率制度によって生じた業務への対応方法や新しい請求書・領収書の書き方、経理処理などを 

分かりやすく解説します。また 2025年 10月より、インボイス制度の導入が予定されており、ますます混乱が起きることが予 

想されます。今後降りかかる難局を乗り切り、これからもお客様に選ばれるお店にするために、ぜひ本講座にご参加ください。 

 令和元年 １２月１６日（月）  
アルト経営パートナー㈱代表取締役 
 中小企業診断士 加 藤 敦 子 氏 

 
 
 
 
 
 
 

阿南町商工会館 

無 料                 

下記申込書に必要事項をご記入の上 FAX、または 
お電話にて １２月１１日（水）までにお申込みください。 
天龍村商工会  TEL：0260-32-2066 FAX：0260-32-2798 

 

ＦＡＸ ０２６０－３２－２７９８（天龍村商工会） 

１２月１６日開催 『軽減税率緊急対応講座』 受講申込書  

事業所名  ＴＥＬ  

所 在 地  ＦＡＸ  

受講者氏名 
  

 

決算・消費税申告・インボイス制度導入で困らないための 

●講師プロフィール● 
経営コンサルタントとして、後継者育成支

援、財務状況改善支援、経営改革支援、人材
育成・働き方改革支援などを通し、中小企業
の経営者、後継者をサポート。銀行融資審査
事典、業界動向レポートの執筆も手がける。
年間登壇回数は 100回近く、「分かりやす
い」に徹した講義やセミナーに定評がある。 

 ※切り取らずに FAX してください。 
※裏面をご確認ください。 

会  場 

受 講 料 

申込方法 

1. 現場で起こっていること 

いますぐやるべきことは何か 
 

2. 新しい請求書への対応方法 
 

3. 確定申告に向け、 

   必ずやっておきたい経理の対応 
 

4. 4 年後にやってくるインボイス制度 

   事業者にどんな影響があるのか 

講座内容 

問合せ・申込先 

主催：長野県商工会連合会・天龍村商工会・売木村商工会・阿南町商工会 

講  師 

１３：３0～１５：３０ 

２０１９年１０月１日より消費税の引き上

げと軽減税率制度がスタートしました。 



 

 

★今回のセミナーでは、可能な範囲で質問に回答して欲しいと、先生 

にお願いしました。 

 

●軽減税率の導入に伴い、困っていることなどがあればご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

●インボイス制度が導入されることにより、不安に思っていることなど 

があればご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 なお、講義時間の都合上、すべての質問にはお答えできかねますので 

ご容赦ください。 


